
Yatsushiro 2014. 4 10 

● 

普
通
徴
収
の
人（
納
付
書
や
口
座
振
替
の
人
）

● 

特
別
徴
収
の
人
（
年
金
か
ら
差
し
引
き
の
人
）

所得段階
区分

年間
保険料額 算 定 方 法

月額

第１段階
32,400 円

基準額年額× 0.5
 2,700 円

第２段階
32,400 円

基準額年額× 0.5
 2,700 円

第 3 段階
48,600 円

基準額年額×0.75
 4,050 円

第 4 段階
58,300 円

基準額年額× 0.9
4,860 円

第 5 段階
64,800 円

【 基 準 額 年 額 】
5,400 円

第 6 段階
81,000 円

基準額年額×1.25
 6,750 円

第 7 段階
97,200 円

基準額年額× 1.5
8,100 円

26 年度の介護保険料の年額をチェック

65
歳
以
上
の
人
に

仮
徴
収
通
知
書
を
送
付
し
ま
す

介
護
保
険
料

　

65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
の
納
め
方
は
、
基
本

的
に
年
金
支
給
前
に
差
し
引
か
れ
る「
特
別
徴
収
」

で
す
。
特
別
徴
収
が
で
き
な
い
人
は
、
納
付
書
や

口
座
振
替
で
納
入
す
る「
普
通
徴
収
」に
な
り
ま
す
。

　

前
年
の
所
得
が
確
定
し
、
本
年
度
の
介
護
保
険

料
（
年
額
）
が
決
定
す
る
の
は
８
月
で
す
。
保
険

料
決
定
後
の
「
本
徴
収
」
の
お
知
ら
せ
は
、
８
月

に
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
40
歳
～
64
歳
の
第
２
号
被
保
険
者
の
保

険
料
は
、加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
（
医
療
保
険
）

の
保
険
料
に
含
ま
れ
、
保
険
料
額
の
算
定
方
法
も

各
保
険
ご
と
に
異
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

　

仮
徴
収
は
、１
～
３
期
（
４･

６
・
８
月
）
で
す
。

仮
徴
収
額
や
算
定
基
礎
、
徴
収
月
ご
と
の
金

額
を
明
記
し
た
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。

　

仮
徴
収
は
、
１
～
４
期
（
４
～
７
月
）
で
す
。

納
付
書
払
い
の
人
に
は
、
納
付
書
を
封
書
で
送
付

　
65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得
が
確
定
す
る
ま
で
は
、
前
年

度
の
保
険
料
を
も
と
に
仮
算
定
し
た
金
額
を
納
め
る
「
仮
徴
収
」
を
行
い
ま
す
。

そ
の
通
知
書
を
４
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

仮
徴
収

1 期 4 月
2 期 5 月
3 期 6 月
4 期 7 月

本
徴
収

5 期 8 月
6 期 9 月
7 期 10月
8 期 11月
9 期 12月
10期 1 月
11期 2 月
12期 3 月

納　期

仮
徴
収

1 期 4 月
2 期 6 月
3 期 8 月

本
徴
収

4 期 10月
5 期 12月
6 期 2 月

納　期

スタート

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい

はい

し
ま
す
。
口
座
振
替
の
人
に
は
、
仮
徴
収
額
や
算

定
基
礎
、
徴
収
月
ご
と
の
金
額
を
明
記
し
た
は

が
き
を
送
付
し
ま
す
。

生活保護を受けている。
または、４月１日現在、
老齢福祉年金を受給
し、世帯全員が市町村
民税非課税である

世帯全員が市
町村民税非課
税である

本人が市町村
民税非課税で
ある

本人の合計所得
金額が１９０万
円未満である

本人の合計所得
金額と課税年金
収入額の合計が
80 万 円 以 下 で
ある

本人の合計所得
金額と課税年金
収入額の合計が
80 万 円 以 下 で
ある


